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議第９９号 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

  令和５年９月２２日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 取 得 の 目 的  小型動力ポンプ積載車更新に伴うもの 

２ 品 名 等  別紙のとおり 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 金 額  ３２，３４０，０００ 円 

５ 契約の相手方  住 所  熊本市東区健軍一丁目３１番７号 

          名 称  株式会社田原商会 

          代表者  代表取締役 成良 仁志 

 

 

（提案理由） 

予定価格が２千万円以上の動産の買入れをするには、天草市財産条例（平成１８年天草市条

例第６０号）第２条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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令和５年度消防小型動力ポンプ積載車購入内訳書

１　品名、対象消防団、台数、納入場所、取得金額及び取得購入の相手方

方面隊 分団・部

第５分団第１部 １台

第５分団第４部 １台

第７分団第２部 １台

第１分団第２部 １台

第２分団第４部 １台

第３分団第２部 １台

２　付属品（１台当たり）

　赤色警光灯（標識灯含む） １基

　赤色点滅灯 １式

　電子サイレン（マイク拡声装置付き） １式

　後退警報ブザー １式

　自動車用消火器（ＡＢＣ粉末　６㎏入） １本

　車輪止 １組

　照明灯 １基

　作業灯 １基

　二つ折り梯子（鉄製　３．６ｍ） １脚

　ホース棚カバー １枚

　ホースブリッジ（ゴム製） １個

　ホース背負器（カバー付） １器

　フロアーマット １組

３　納入期限

令和６年９月３０日

取得購入の相手方

牛深

32,340,000円

熊本市東区健軍一丁目３１番７号

株式会社田原商会

代表取締役　成良　仁志

取得金額

天草市
牛深支所

品名
対象消防団

台数 納入場所

小型動力ポンプ
積載車
６台

倉岳
天草市

倉岳支所
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議第１００号 

 

令和５年度天草市一般会計補正予算（第８号） 

 

令和５年度天草市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 197,434 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 56,530,856 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

令和５年９月２２日提出 

天草市長 馬場 昭治   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

16 県支出金 4,214,992 73,560 4,288,552

2 県補助金 1,516,748 73,560 1,590,308

19 繰入金 3,031,714 2,674 3,034,388

2 基金繰入金 3,031,714 2,674 3,034,388

22 市債 5,241,500 121,200 5,362,700

1 市債 5,241,500 121,200 5,362,700

43,845,216 43,845,216

56,333,422 197,434 56,530,856

歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

5 農林水産業費 2,621,584 196,200 2,817,784

3 水産業費 700,340 196,200 896,540

8 消防費 1,965,894 1,234 1,967,128

１ 消防費 1,965,894 1,234 1,967,128

51,745,944 51,745,944

56,333,422 197,434 56,530,856

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計
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第２表　繰越明許費補正

１　変　更 （単位：千円）

金額 金額

8 消防費 1 消防費 37,027 38,261

款 項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

事　　　業　　　名 事　　　業　　　名

消防施設整備事業 補正前に同じ
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第３表　債務負担行為補正

１　追　加 （単位：千円）

事　　　項

令和5年度赤潮被害対策緊急支援資金利子補給等

期　　　間 限　度　額

令和6年度～令和9年度 52,979
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第４表　地方債補正

１　追　加 （単位：千円）

　赤潮被害対策事業
証書借入

又は
証券発行

２　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

　消防防災施設整備事業 259,400
証書借入

又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金について
はその融資条件によ
り、銀行その他の場
合にはその債権者と
協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換
えすることができ
る。

260,600
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

起債の目的
補 正 前 補 正 後

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

120,000

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借
り入れる資金について、利率の
見直しを行った後においては、
当該見直し後の利率）

　政府資金についてはその融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものによ
る。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
又は繰上償還もしくは低利に借換
えすることができる。
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